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公     告 

 

下記の業務について、制限付き一般競争入札を行うので、焼津市契約規則（昭和 53年焼津
市規則第 15号）第６条の規定に基づき公告する。 

 

令和６年４月 30日 

焼津市長  中野 弘道 

 

記 

 

１ 入札に付する事項等 

(１) 入札番号 

役務 50号 

(２) 件名 

ESA 契約によるMicrosoft365 Apps for Enterprise ライセンス調達 

(３) 業務の概要 

焼津市（以下「本市」という。）で使用するMicrosoft Office製品のライセンス調達を行
う。詳細は別紙「仕様書」のとおり。 

 (４) ライセンス期間（契約期間） 

  令和６年６月 30日から令和 11年６月 30日まで（60か月） 

 (５) 納入期日 

  令和６年６月 20日（木） 

(６) 注意事項 

本件入札では次の規定を準用する。本件入札に参加する者（以下、「入札参加者」という。）
は精読したうえで参加すること。 

ア 焼津市競争契約入札心得（物品製造等・役務） 

イ 焼津市制限付き一般競争入札実施要綱（平成 11年焼津市告示第 40号） 

ウ 焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（役務） 

エ 焼津市競争入札参加資格停止措置要綱（平成 24年焼津市告示第 30号） 

オ 焼津市競争入札参加資格審査 新規登録申請要領（役務）（令和５年 12月版） 

カ 焼津市契約規則（昭和 53年焼津市規則第 15号） 

 

２ 契約の形態 

(１) 本業務では地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条の３に基づく長期継続契
約（以下「本契約」とする。」を締結する。契約締結日の属する年度の翌年度以降におい
て、本業務に関する歳出予算の減額又は削除があった場合、本市は書面による通知によ
り、本契約を変更または解除することができる。 

(２) 本契約による支払いは年額払いとし、令和６年度から令和 10年度まで、年度ごと 12

ヶ月分のライセンス使用料（管理費等も含む）を支払うものとする。 
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３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる条件を全て満たすこと。 

(１) 日本マイクロソフト株式会社よりライセンジングソリューションパートナー（LSP）
の認定又は本件に関する第三者リセラー（AR）の仮認定を受けていること。 

(２) 焼津市競争契約入札心得（物品製造等・役務）19に定める入札に参加する資格のな
い者に該当しないこと。 

 

４ 仕様書等の入手方法 

(１) 入手期間 

公告日から令和６年５月 30日（木）まで 

(２) 入手方法 

焼津市ホームぺージからダウンロードすること。 

 

５ 本入札の執行課 

部課名：焼津市 行政経営部 DX推進課 情報システム担当 

住所：〒４２５－００４１ 焼津市石津７２８番地の２ 

電話番号：０５４－６２３－４７９１ 

ファクシミリ番号：０５４－６２３－４７９２ 

E-mail：jouhou@city.yaizu.lg.jp 

 

６ 入札参加資格確認申請 

入札参加者は、次に掲げるところにより持参又は郵送（一般書留郵便又は簡易書留郵便に
限る。）により申請を行い、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

(１) 申請期間 

公告日から令和６年５月 22日（水）までの開庁時間（土曜日、日曜日及び祝日を除く午
前８時 30分から午後５時 15分まで。以下同じ。） 

※ 郵送で提出する場合、申請期間最終日の午後５時 15分必着 

(２) 申請書類 

(４)及び(５)に規定する書類を各１部提出すること。郵送で提出する場合は、封筒の宛名
面に「役務第 50号 入札参加資格確認申請書在中」と朱書きすること。 

(３) 提出先 

「５ 本入札の執行課」記載の住所 

(４) 提出書類 

次の書類を提出すること。アの様式は仕様書等と共に焼津市ホームページに掲載する。 

ア 入札参加資格確認申請書（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（役務）（第２号様
式） 

イ 次の書類のいずれかを提出すること。 

(ア) 日本マイクロソフト株式会社より、ライセンジングソリューションパートナー
（LSP）の認定を受けていることを証する書類 

(イ) 日本マイクロソフト株式会社より、本件に関する第三者リセラー（AR）の仮認定



- 3 - 

を受けていることを証する書類 

(５) 提出書類その２ 

次の書類を提出すること。ただし、本件の入札参加資格確認申請を行う時点で入札参加
者が焼津市競争入札参加者の資格に関する要綱（平成 23年焼津市告示 310号）に基づく有
資格者名簿に登録されている場合は、提出を要しない。なお、ウ（イ）の納税証明書請求の
ための交付申請書、エ及びカの様式は、焼津市ホームページに掲載する。 

ア 商業・法人登記の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（発行日から３カ月
以内のもの。写し可） 

イ 終了した直近の事業年度分の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書（写
し可） 

ウ 納税証明書 

(ア) 国税（法人税、消費税及び地方消費税）について未納の税額がないことを証明す
るもの（税務署様式その３又はその３の３。発行日から３カ月以内のもの。写し可） 

(イ) 焼津市が課する全ての税について滞納繰越分も含め未納がないことを証明する
完納証明書（発行日から３カ月以内のもの。写し可） 

※１ 焼津市税の納税義務がない場合は、提出を要しない。 

※２ 証明書の入手に当たっては、焼津市競争入札参加資格審査 新規登録申請要領
（役務）の７（２）提出書類を参照の上、請求を行うこと。 

エ 誓約書（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（役務）第５号様式） 

オ 代表者印の印鑑証明書（発行日より３カ月以内のもの。写し可） 

カ 使用印鑑届兼委任状（焼津市競争入札参加資格審査 新規登録申請要領（役務）様式
３号） 

キ 会社要覧（任意提出）※事業内容を要約したもので様式を問わない 

(６) 申請書類の扱い 

ア 作成及び提出に要する費用は入札参加者の負担とする。 

イ 入札参加者に無断で他の用途には使用しない。 

ウ 入札参加者に返却しない。 

エ 公表しない。 

オ 申請期間終了後における申請書類の差し替え並びに再提出は認めない。 

 

７ 入札参加資格の確認 

(１) 入札参加資格の確認の結果は、令和６年５月 23日（木）までに入札参加資格確認通
知書（焼津市制限付き一般競争入札取扱要領（役務）第６号様式）をファクシミリによ
り送付することにより通知する。 

(２) 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、次に掲げるところにより、その理由に
ついて、書面（様式自由）により説明を求めることができる。 

ア 受付期間 

通知を受けた日から令和６年５月 24日（金）までの開庁時間 

イ 受付方法 

ファクシミリにて受け付ける。送信後、電話により受信確認を行うこと。 
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ウ 送信先（受信確認先） 

「５ 本入札の執行課」記載の電話番号及びファクシミリ番号 

エ 回答方法 

令和６年５月 27日（月）までにファクシミリにて行う。 

 

８ 仕様書等に関する質問等 

(１) 受付期間 

公告日から令和６年５月 23日（木）までの開庁時間 

(２) 受付方法 

ファクシミリにて受け付ける（様式自由）。送信後、電話により受信確認を行うこと。 

(３) 送信先（受信確認先） 

「５ 本入札の執行課」記載の電話番号及びファクシミリ番号 

(４) 回答方法 

令和 6年 5月 27日（月）までに、本市ホームページにて回答する。 

 

９ 入札手続等 

(１) 入札方法 

会場入札により行う。なお、入札執行回数は２回を限度とする。 

(２) 入札日時 

令和６年５月 30日（木）14時 00分 

(３) 入札会場 

焼津市消防防災センター３０１号室（焼津市石津７２８－２） 

(４) 持参書類 

ア 入札書 

イ 入札参加資格確認通知書の写し 

ウ 委任状（代理人が入札する場合） 

(５) 入札保証金  免除 

(６) 契約保証金  免除 

(７) 前払金    無し 

(８) 部分払    無し 

(９) 最低制限価格 無し 

(10) 入札書への金額記載 

入札書には 60か月分のライセンス料（管理費等を含む）を記入すること。また、消費
税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積った入札額の 110 分の 100

に相当する金額（いわゆる税抜額）を記載すること。 

(11) 入札参加の条件及び留意事項 

ア 入札参加資格の確認を受けていること。 

イ 焼津市競争契約入札心得（物品製造等・役務）を精読し、規定を遵守すること。 

ウ 入札に必要な書式は、本市ホームページから入手したものを使用すること。 

エ 入札の受付時に本人確認を行うので、身分証明ができるもの（社員証、運転免許証
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等）を持参すること。 

 

10 落札者の決定 

焼津市競争契約入札心得（物品製造等・役務）の定めるところにより、予定価格の制限の
範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 

入札を２回執行してなお落札者が決定しない場合、予定価格と最低入札価格の差が少額で
ある場合に限り、地方自治法施行令第 167条の２第１項第８号の規定による随意契約を行う
ことがある。 

 

11 契約書の作成 

 落札者決定後、入札日の翌日から起算して７日以内に、落札額により契約を締結するもの
とする。 

 

12 入札の無効 

焼津市競争契約入札心得（物品製造等・役務）に定めるところによる。 

そのほか、入札参加資格があることを確認された者であっても、その後に焼津市競争入札
参加資格停止措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けた者など入札参加資格のない者
が行った入札は無効とする。 

 


